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　（目的）
第１条　当共同事業体は、市川市　市川駅南口図書館　（以下「施設」という。）の管理運営業務を共同連帯して営むことを目的とする。
　（名称）
第２条　当共同事業体は、　　　　　　　　　　　　　　　　　共同事業体（以下「当事業体」という。）と称する。
　（事務所の所在地）
第３条　当事業体は、事務所を　　　　　　　　　　　   　　　　     　　　　　　　に置く。　
　（成立の時期及び解散の時期）
第４条　当事業体は、　　　　年　　月　　日に成立し、管理運営業務の指定期間（以下「指定期間」という。）の満了後（指定期間中に指定の取消しがあった場合は、指定の取消し後）３月を経過する日までの間は解散することができない。ただし、当事業体が施設の指定管理者となることができなかったときは、管理運営業務に係る協定が締結された日をもって解散するものとする。
　（構成員の住所及び名称）	
第５条　当事業体の構成員（以下「構成員」という。）は、次のとおりとする。

　　　住　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　住　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　住　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（代表者の名称）
第６条　当事業体は、　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　を代表者とする。
　（代表者の権限）
第７条　当事業体の代表者は、施設の管理運営業務の履行に関し、当事業体の代表としての名義を明らかにした上で、指定管理者制度に係る管理運営業務に関する申請書の提出、指定管理料の請求・受領、市川市教育委員会への報告・折衝及び当事業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
　（構成員の出資の割合）
第８条　構成員の出資の割合は次のとおりとする。なお、施設の管理運営業務について市川市教育委員会との協定内容に変更が生じた場合であっても、当該構成員の出資の割合は変わらないものとする。

　　商号又は名称　　　　　　　　　     　 　　　　　　　　　　　　　％

　　商号又は名称　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　％

　　商号又は名称　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　％

２　金銭以外のものによる出資については、時価を参酌し、構成員が協議して評価するものとする。
３　当事業体の代表者は、第１項の出資の割合が最も高い構成員の代表者が行うものとする。ただし、代表者の変更があった場合については、この限りでない。
　（運営協議会）
第９条　当事業体は、構成員全員をもって運営協議会を置くものとする。
２　運営協議会は、次に掲げる事項について協議又は決定する。
⑴　当事業体の組織及び編成に関する事項
⑵　施設の管理運営業務の履行に関する事項
⑶　資金管理方法に関する事項
⑷　下請契約に関する事項
⑸　市川市教育委員会への報告に関する事項
⑹　その他当事業体の運営に関する事項
　（構成員等の責任）
第１０条　代表者及び構成員（以下「構成員等」という。）は、管理運営業務の履行、下請契約その他業務の履行に伴う当事業体が負担する債務の履行に関し、共同連帯して責任を負うものとする。
　（会計年度）
第１１条　当事業体の会計年度は、指定期間内の４月１日から翌年の３月３１日までとする。ただし、初年度の始期は当事業体成立の日とする。
　（決算）
第１２条　当事業体は、管理運営業務の履行の年度又は完了ごとに管理運営業務について決算を行うものとする。
　（利益金の配当の割合）
第１３条　決算の結果、利益が生じた場合は、第８条に規定する出資の割合に応じて構成員等に利益金を配当するものとする。
　（欠損金の負担の割合）
第１４条　決算の結果、欠損金を生じた場合は、第８条に規定する割合に応じて構成員等が欠損金を負担するものとする。
　（権利義務の譲渡の制限）
第１５条　本協定書に基づく権利義務は、第三者に譲渡することはできない。
　（指定期間内における構成員等の脱退に関する措置）
第１６条　構成員等は、第９条に規定する運営協議会及び市川市教育委員会の承認がなければ脱退することができない。ただし、指定期間満了後又は指定の取消し後３月を経過した場合については、この限りではない。
２　構成員等は、次に掲げる場合に限り、当事業体を脱退することができる。
　⑴　破産手続き開始の決定を受けたとき。
　⑵　施設の管理運営業務の履行が止むを得ない事由により不可能となったこと。
３　第１項の規定により構成員等の脱退があった場合は、残存する構成員等は管理運営業務の継続について市川市教育委員会と協議を行うものとする。
４　残存する構成員等の出資の割合は、脱退した構成員等が有していた出資の割合を、当該残存する構成員等が有している出資の割合により分割し、これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。
５　脱退した構成員等の出資金の返還は、決算の際に行うものとする。なお、決算の結果欠損金を生じた場合においては、脱退した構成員等の出資金から当該構成員等が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除して得た金額を返還するものとし、利益が生じた場合においては、脱退した構成員等には利益金の配当は行わないものとする。
　（指定期間内における構成員等の事実上の倒産に対する措置）
第１７条　構成員等のいずれかが指定期間内において事実上倒産し、かつ、その当該構成員等の代表者が所在不明となった後１４日間経過したときは、当該構成員等は、当事業体を脱退したものとみなす。
　（構成員等の除名に対する措置）
第１８条　構成員等のうちいずれかが、指定期間中において管理運営業務の不履行その他指定管理者としてふさわしくない行為があった場合においては、他の構成員等全員及び市川市教育委員会の承認により当該構成員等を除名することができる。
（指定期間内における構成員等の脱退に関する措置の準用）
第１９条　第１６条第３項から第５項までの規定は、構成員等の除名に対する措置について準用する。この場合において第１６条第３項中「第１項の規定により構成員等の脱退があった場合は」とあるのは「第１８条により構成員等の除名があった場合は」と、同条第４項中「脱退した構成員等」とあるのは「除名された構成員等」と、同条第５項中「脱退した構成員等」とあるのは「除名された構成員等」と、「脱退しなかった場合」とあるのは「除名されなかった場合」とする。
　　（代表者の変更に対する措置）
第２０条　代表者が脱退、除名その他代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、運営協議会及び市川市教育委員会の承認により残存する構成員等のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
　（解散後の瑕疵担保責任）
第２１条　当事業体が解散後、施設の管理運営業務に係る瑕疵があった場合においては、構成員等は共同連帯して責任を負うものとする。
　（協定書に定めのない事項）
第２２条　この協定書に定めのない事項については、運営協議会において定めるものとする。



　　　　　　　　　　　　　外　　者は、上記のとおり市川市　　　　　　　　　　　　　　　　　
共同事業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書　　通を作成し、１通を市川市教育委員会に提出するとともに、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。


令和　　年　　月　　日


　　　　　　　　　住　　　　所
　　　構成員　　　商号又は名称
　　（代表者）　　氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　住　　　　所
　　　構成員　　　商号又は名称
　　　　　　　　　氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　住　　　　所
　　　構成員　　　商号又は名称
　　　　　　　　　氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


